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介護保険法上の事後規制についてのQ&A

1(指 定等の際に審査される事項)

指定や更新の申謂獣 咳 指定や更新が受けられない事由が追加されたそう苺 が、どのよ

う櫛 撻力8されたのでしょうか。

(客罫)

従前は、事業者が事業の指定の基準を満たし、適正な事業運営が司能かどうかを

審査しておりましたが、介護サービスの質を確保するという観点から不正の再発の

防止のため、指定等の要件の見直しを行しヽました。具体的には、指定等の欠格事由

の対象者に法人役員等を追加し、また、下記の要件を追力Dしました。

・禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者

・介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑を受けて、その執

行を終わるまでの者

。指定取消から5年 を経過しない者

。指定取消処のの通矢□日から処合の日等までの間に事業廃止の届出を行い、そ

の届出日から5年 を経過しない者

・5年 以内に介護保険サービスに関し、不当叉は著 しく不正な行為をした者

指定や更新の際に、これらに該当する者がいる場合は、新たな指定は受けられす、

また、更新がされないため、指定の有効期間の満了とともに介護保険上の介護サー

ビス事業を存続できなくなります。

‐
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2(役 員等の範囲について)

事業者だけでなく、役員等が指定 ・更新の欠格事由に該当する場合にも指定 ・更新

を受けられないとのことですが、「役員等」の具体的な範囲はどこまででしょうか。

例えば、訪間介護事業所における管理者及びサービス提供責任者は 「役員等」に含

まれるのでしょうか。

(を野)

介護サービス事業者の指定等における欠格事由 ・取消事由 (指定取消から5年 を

経過しない者であるとき等)にある「役員等」の範囲については、次のとおりです。

`「役員等」の範囲

`① 法人でない病院等の場合は、医療法及び薬事法で規定されている管理者

② 法人である場合は、

A.役 員                                【

イ 業務を執行する社員 ・取締役 ・執行役又はこれらに準する者

※ 「これらに準する者」とは具体的には

,含名会社、含資会社、合同会社では会社法で規定される社員

・株式会社では会社法で規定される取締役等             |

・社会福祉法人→ 社 会福祉法で規定される役員           |

・医療法人→ 医 療法に規定される役員  な ど

□ 相談役、顧間等の名称を有するかどうかは問わす、イに掲げる    i

者と同等以上の支配力を法人に対し有するものと調められる者     i

※相談役、顧間等といつた実質上法人の経営に支配力を有する者が想定さ i

れますが、法人の経営に対しどの程度支配力を有しているかは、都道府 !

県等において|□別の事例に応じて適切に判断することになります。   i

B.そ の事業所を管理する者その他の政令で定める使用人         i

。事業所の管理者 (基準省令等で規定される管理者と同じ)      '

従つて、訪問介護事業所の管理者は、 「役員等」の範囲に含まれますが、原則と

して、サービス提供責任者は言まれません。

‐2・
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3(欠 格事由に該当する役員等がいる場合)

法人役員の1人が指定等の欠格事由に該当しても、法人として欠格事由に該当しな

ければ、指定や更新を受けられるのでしょうか。

例えば、指定の取消処命を受けたB訪 間介護事業所を経営していたA法 人の役員で

あったC氏 が、D法 人の役員でもある場合、D法 人は新たにE訪 間介護事業所の指

定を受けられるのでしょうか。また、D法 人が経営しているF訪 間介護事業所は指

定の更新を受けられるのでしょうか。

(を彗)

B訪 間介護事業所が指定の取消処劣を受けた場合、A法 人だけでなく、その役員

であるC氏 も指定の欠格事由である 「指定取消から5年 を経過しない役員等」に該

当します。そのため、C氏 が別のD法 人の役員でもある場合、D法 人は新たにE訪

間介護事業所の指定を受けることはできません。

また、D法 人の傘下であるF訪 問介護事業所においても、例え不正の事実がなく

ても、B訪 間介護事業所の指定の取消処分から5年 以内に指定の有効期間の満了を

迎える場合、同様にC氏 が 「指定取消から5年 を経過しない役員等」という指定の

更新の欠格事由に該当し、指定の更新を受けられませんので、指定の効力を失うこ

とになります。

(イメージ図)

Cが 指定居宅サービスの指定の更新

の欠格事曲に該当するので、F13t指定

の更新を受けられない
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4(欠 格事由である犯罪履歴について)

指定 ・更新の欠格事由である 「介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により

罰金刑を受けて、その執行を終わるまでの者」における 「その他保健医療福祉に関

する法律」とは、何を指すのでしょうか。

例えば、訪間介護事業所を経営する会社の役員が交通違反で罰金処分を受けた場

合は、当該訪間介護事業所は指定の更新を受けられるのでしょうか?

(を野)

下記の24の 法律を指します。したがつて、交通違反による罰金処劣は、指定の

更新の欠格事由となりません。なお、禁錮以上の刑については、法律の種類を問わ

す、欠格事由となります。

健康保険法 ・児童福祉法 ・栄養士法 ・医師法 ・歯科医師法 ・保健師助産師香護師

法 ・歯科衛生士法 ,医療法 。身体障害者福祉法 ・精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律 ・社会福祉法 ・矢□的障害者福祉法 ・薬事法 ・薬剤師法 ・老人福祉法 ・理学

療法士及び作業療法士法 ・老人保健法 ・社会福祉士及び介護福祉士法 ・義肢装具士

法 。精神保健福祉士法 ・言語聴覚士法 ・発達障害者支援法 ・障害者自立支援法 ,高

齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律

‐4‐
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5(欠 格事由である不正叉は著しく不当な行為について)

指定の更新の欠格事由である 「不正又は著しく不当な行為」とは具体的にどのよう

なケースが相当するのでしょうか。

指定の更新申請の際に都道府県等の指定権者が 「不正又は著しく不当な行為をし

た」であると判断した場合には指定の更新を受けられないのでしょうか。

(平成18年 2月フロック穀 曜調 4」 P944同 勘

仰 成18年 8月銃 ヨ剰則霞華畿封壁錦霜託舗翻 P95の 7同勘

(笹罫)

指定の取消処劣を受けていなくても、指定の更新に際し、 「不正又は著し<不 当

な行為をした」と判断される場合には、指定の更新の欠格事由に該当するため、指

定の更新を受けられません。これは都道府県等の指定権者において個Bl」の事例に応

じて適切に判断されることですが、具体lpJとしては、改善命令に従わすに複数回に

渡り指導等を受けているような場合などが該当すると考えられます。

‐5‐
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6(指 定の取消処分による指定の更新への影響①)

複数の居宅サービス事業所を複数の県においてA法 人が経営する場合において、

(1)例 えば、B訪 問介護事業所において不正の事実が発覚し、立入検査を受け

指定の取消処分を受けた場合、A法 人が経営する同じ県のC訪 問介護事業所及

び他県のD、 E訪 間介護事業所につしヽても立入検査を受け、指定の取消の処分

を受けるのでしょうか。

(佐彗)

B訪 間介護事業所が指定の取消処分を受けると、A法 人は 「指定取消から5年 を

経過しない法人」という指定の取消事由に該当します。 しかし、CttPDB介護事業所

を始めとした他の訪間介護事業所に対して、必す立入検査が実施され、指定の取消

処合が行われるのではなく、指定権者である都道府県等において|□局」の事lpJに応 じ

て適切に判断した上で、処のが決定されます。例えば、B訪 問介護事業所の不正が

A法 人の指示であるなど法人の関与があると考えられる場合などには、C、 D、 E

訪間介護事業所において指定の有効期間の満了を待たすに、指定の取消処分を受け

る場合があります。

(イメージ図)

AIま 8の 指定取消により指定居

宅サービスの取消事由に該当
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(2) 上 記のケースでA法 人が経営するC、 D、 E訪 問介護事業所について、不

正等の事実がなければ、C、 D、 E訪 間介護事業所は指定の更新を受けられる

のでしょうか。

(客罫)

A法 人は、 「指定取消から5年 を経過しない法人」という指定の更新の欠格事由

に該当し、C、 D、 E訪 間介護事業所についても、15」え不正の事実がなくても、B

訪問介護事業所の指定の取消処分から5年 以内に指定の有効期間の満了を迎える

場合、指定の更新を受けられませんので、指定の効力を失うことになります。

(イメージ図)

‐7‐
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7(指 定の取消処分による指定の更新への影響②)

同じ建物内でA居 宅介護支援事業所、B通 所介護事業所及びC介 護予防通所介護事

業所の介護サービス事業を経営しているD法 人において、

(1)例 えば、A居 宅介護支援事業所が指定の取消処劣を受けた場合において、B

通所介護事業所とC介 護予防通所介護事業所についても立入検査を受け、指定

の取消処分を受けるのでしょうか。

(佐彗)

A居 宅介護支援事業所が指定の取消処命を受けると、D法 人は 「指定取消から

5年 を経過しない法人」という指定の取消事由に該当しますが、B通 所介護事業

所及びC介 護予防通所介護事業所は、居宅介護支援事業所とは、それぞれ別の指

定の類型の事業であり、同じ建物で事業を実施しているからといって直ちに取消

処合の対象となるわけではありません。

ただし、A居 宅介護支援事業所の指定の取消の原因となった事実について、別

の類型の指定であるB通 所介護事業所とC介 護予防通所介護事業所においても

「不正又は著しい不当な行為をした」と判断しうるようなケースについては、指

定の取消処のを受ける場合もあります。

※それぞれのサービスの指定の類型 (詳細についてパンフレットの 6東 参照)

・居宅介護支援事業所

。通所介護事業所

・介護予防通所介護事業所

(イメージ図)

→ 指 定居宅介護支援事業者

↓　　　　　↓

指定居宅サービス事業者

指定介護予防サービス事業者

一↓◆

B、 Cは 、都道府県におしヽて

鶴潟」の事例に応じて半」断
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(2)上 記のケースでA居 宅介護支援事業所が指定の取消処分を受けてから5年 が

経過しない間にB通 所介護事業所とC介 護予防通所介護事業所の指定の効力の

有効期間が満了した揚含、両事業所は指定の更新を受けられるのでしょうか。

(笹野)

D法 人は指定の更新の欠格事由である「指定の取消から5年 を経過しない法人」

に該当しますが、B通 所介護事業所及びC介 護予防通所介護事業所は、それぞれ

別の指定の類型の事業であり、直接的には指定の更新を受けられな<な るわけで

はありません。

ただし、A居 宅介護支援事業所の指定の取消の原因となつた事実について、別

の類型の指定であるB通 所介護事業所とC介 護予防通所介護事業所においても

「不正又は著ししヽ不当な行為をした」と判断しうるようなケースについては、指

定の更新を受けられない場合もあります。

(イメージ図)

A
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